
一体化の時期ごとの交付例 

平成30年度 

平成31年度 

青森県市町村国民健康保険 
加入者の皆様へ 

平成３０年度以降の被保険者証（保険証）の更新から、 
これまで７０歳から７４歳までの被保険者に別に交付し 
ていた高齢受給者証が、被保険者証と一体化されます。 
（一体化の時期は、市町村によって異なります。） 

被保険者証     ～ H30. 7.31 

高齢受給者証   ～ H30. 7.31 

一体化 
H30. 8. 1 ～ H31. 7.31 

高齢受給者証   ～ H30. 7.31 

７０歳から７４歳までの方に交付される 
被保険者証には、 
 
 ① 「兼高齢受給者証」と記載されます。 
 ② 自己負担割合が記載されます。 
 ③ 発効期日が記載されます。 
 
※画像はイメージです。 
  実際のものとは一部異なる場合が 
  あります。 
 
 

○ 被保険者証 兼 高齢受給者証 ○ 被保険者証（更新前） 

被保険者証   H30. 8. 1～ H31. 7.31 
                         （10. 1） 

 高齢受給者証 H30. 8. 1～ H31. 7.31  

○ 高齢受給者証 

被保険者証に関するお問い合わせは、 
お住まいの市町村の国民健康保険担当課へ。 

一体化 
H31. 8. 1 ～ H32. 7.31 被保険者証     ～ H30. 7.31 

                       （9.30） 

※大きさ：128mm×91mm（概ねハガキ大） 

※大きさ：54mm×86mm（カード大） ※大きさ：54mm×86mm（カード大） 
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